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【手続補正書】
【提出日】平成27年7月3日(2015.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高級脂肪酸金属塩、多価アルコール、一価アルコール、エステル系ステロイド、ジフェ
ンヒドラミン類及び緩衝液を含有し、ｐＨ７．１～７．９である、エステル系ステロイド
を配合した固形軟膏剤。
【請求項２】
　高級脂肪酸金属塩は、ステアリン酸ナトリウムである、請求項１のエステル系ステロイ
ドを配合した固形軟膏剤。
【請求項３】
　多価アルコールは、オレイルアルコール以外の多価アルコール及びオレイルアルコール
である、請求項１又は２のエステル系ステロイドを配合した固形軟膏剤。
【請求項４】
　エステル系ステロイドは、吉草酸酢酸プレドニゾロンである、請求項１乃至３のいずれ
かに記載のエステル系ステロイドを配合した固形軟膏剤。
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【請求項５】
　ジフェンヒドラミン類は、ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン、マレイン酸
クロルフェニラミン、カルシウムジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミンか
らなる群から選ばれる１種又は２種以上である、請求項１乃至４のいずれかに記載のエス
テル系ステロイドを配合した固形軟膏剤。
【請求項６】
　高級脂肪酸金属塩はステアリン酸ナトリウムであって含有量が１乃至１０重量％、多価
アルコールの含有量は、オレイルアルコール以外の多価アルコールが２０乃至６０重量％
、オレイルアルコールが１乃至１０重量％であり、一価アルコールの含有量が１０乃至６
０重量％である、請求項１乃至５のいずれかに記載のエステル系ステロイドを配合した固
形軟膏剤。
【請求項７】
　エステル系ステロイドは吉草酸酢酸プレドニゾロンであって含有量が０．１乃至０．５
重量％、ジフェンヒドラミン類は塩酸ジフェンヒドラミンであって含有量が０．１乃至３
重量％である、請求項１乃至６のいずれかに記載のエステル系ステロイドを配合した固形
軟膏剤。
【請求項８】
　多価アルコールは、グリセリン、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、１
,３‐ブチレングリコールからなる群から選ばれる１種または２種以上である、請求項１
乃至７のいずれかに記載のエステル系ステロイドを配合した固形軟膏剤。
【請求項９】
　一価アルコールは、エチルアルコール又はイソプロピルアルコールである、請求項１乃
至８のいずれかに記載のエステル系ステロイドを配合した固形軟膏剤。
【請求項１０】
　緩衝液の含有量は０．１乃至５重量％であり、ｐＨは４乃至８である、請求項１乃至９
のいずれかに記載のエステル系ステロイドを配合した固形軟膏剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の固形軟膏剤は、次の（１）液と（２）液を作り、それらを撹拌混合し、固化さ
せて製品を得る。
　（１）液　　高級脂肪酸金属塩、オレイルアルコール以外の多価アルコール、一価アル
コールおよびオレイルアルコールを混合し、加熱溶解する。
　（２）液　　１価アルコールにエステル系ステロイドとジフェンヒドラミン類と緩衝液
を溶解する。
上記（１）液と（２）液を撹拌混合し、冷却固化して、固形体の製品とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　基剤には、上記多価アルコールとして、オレイルアルコール以外の多価アルコールの他
、更にオレイルアルコールを、状況により１～１０重量％、望ましくは１乃至５重量％配
合することが望ましい。オレイルアルコール自体は消炎鎮痒用の薬効成分ではないが、固
形化した基剤の白濁化を防止し、透明感を生じさせて、商品の美観価値を高める上で有効
である。
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